
議

案

第

二

十

一

号 

  

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規 

則

に

つ

い

て
 

 

 

令

和

八

年

三

月

二

十

六

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

港

区

教

育

委

員

会
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港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改 
 

 
 

 
 

 

正

す

る

規

則

（

案

） 

 

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

二

年

港

区

教

育

委

員

会

規

則

第

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

五

条

第

一

項

中

「

条

例

第

六

条

第

一

項

」

の

下

に

「

及

び

第

二

項

」

を

加

え

、

同

条

第

三

項

中

「

又

は

」

を

「

、

」

に

改

め

、

「

変

更

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

」

の

下

に

「

又

は

時

間

単

位

の

勤

務

時

間

の

割

振

り

変

更

（

条

例

第

六

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

時

間

単

位

の

勤

務

時

間

の

割

振

り

変

更

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

」

を

加

え

、

「

振

替

、

半

日

勤

務

時

間

の

割

振

り

変

更

」

の

下

に

「

又

は

時

間

単

位

の

勤

務

時

間

の

割

振

り

変

更

」

を

加

え

、

同

条

第

五

項

中

「

又

は

」

を

「

、

」

に

改

め

、

「

割

振

り

変

更

」

の

下

に

「

又

は

時

間

単

位

の

勤

務

時

間

の

割

振

り

変

更

」

を

加

え

、

同

条

第

六

項

中

「

四

時

間

の

半

日

勤

務

時

間

の

割

振

り

変

更

」

の

下

に

「

又

は

時

間

単

位

の

勤

務

時

間

の

割

振

り

変

更

」

を

加

え

、

第

六

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。 

７ 

教

育

委

員

会

は

、

時

間

単

位

の

勤

務

時

間

の

割

振

り

変

更

を

行

う

場

合

に

は

、

公

務

の

た

め

臨

時

又

は

緊

急

の

必

要

が

あ

る

場

合

を

除

き

、

正

規

の

勤

務

時

間

を

割

り

振

る

こ

と

を

や

め

る

時

間

数

の

合

計

は

、

四

週

間

に

つ

き

九

時

間

以

内

、

新

た

に

正

規

の

勤

務

時

間

を

割

り

振

る

日

数

の

合

計

は

、

四

週

間

に

つ

き

三

日

以

内

と

な

る

よ

う

に

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

 

第

二

号

様

式

を

次

の

様

式

に

改

め

る

。 

 



 

第2号様式(第5条関係) 

週休日の振替命令簿 

     区立       幼稚園 

命令年月日 
命 令

権 者 

従 事 職 員 
勤務の内容 

週 休 日 
100 分 の25の支給 

職 氏 名 振替前 振替後 

・ ・ 

        ・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

(  時間) 

・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

( 時間 分) 

有・無 

・ ・ 

        ・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

(  時間) 

・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

( 時間 分) 

有・無 

・ ・ 

        ・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

(  時間) 

・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

( 時間 分) 

有・無 

・ ・ 

        ・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

(  時間) 

・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

( 時間 分) 

有・無 

・ ・ 

        ・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

(  時間) 

・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

( 時間 分) 

有・無 

・ ・ 

        ・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

(  時間) 

・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

( 時間 分) 

有・無 

・ ・ 

        ・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

(  時間) 

・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

( 時間 分) 

有・無 

・ ・ 

        ・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

(  時間) 

・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

( 時間 分) 

有・無 

・ ・ 

        ・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

(  時間) 

・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

( 時間 分) 

有・無 

・ ・ 

        ・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

(  時間) 

・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

( 時間 分) 

有・無 

・ ・ 

        ・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

(  時間) 

・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

( 時間 分) 

有・無 

・ ・ 

        ・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

(  時間) 

・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

( 時間 分) 

有・無 

・ ・ 

        ・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

(  時間) 

・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

( 時間 分) 

有・無 

 

（注）半日勤務時間及び時間単位の勤務時間の割振り変更を行う場合については、半日勤務時間及び時間単位の勤務時

間を割り振ることをやめることになる日の勤務時間の始まる時刻、終わる時刻及び勤務時間数をそれぞれ記入する。 



 
 

 

付 

則 

 
こ

の

規

則

は

、

令

和

八

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

 



港
区
幼
稚
園
教
育
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
新
旧
対
照
表 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

 
 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

（
週
休
日
の
振
替
等
） 

（
週
休
日
の
振
替
等
） 

第
五
条 

条
例
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期

間
は
、
当
該
週
休
日
の
属
す
る
週
と
す
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め

ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
週
休
日
を
起
算
日
と
す
る
四
週
間
前
の
日
か
ら
当
該
週

休
日
を
起
算
日
と
す
る
八
週
間
後
の
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。 

第
五
条 

条
例
第
六
条
第
一
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
当
該
週

休
日
の
属
す
る
週
と
す
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

当
該
週
休
日
を
起
算
日
と
す
る
四
週
間
前
の
日
か
ら
当
該
週
休
日
を
起
算
日

と
す
る
八
週
間
後
の
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

教
育
委
員
会
は
、
週
休
日
の
振
替
（
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
勤

務
日
を
週
休
日
に
変
更
し
て
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
ら
れ
た
正
規
の
勤
務
時

間
を
同
項
の
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ
と
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
（
同
項
の
規
定
に
よ

る
半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
時
間
単
位
の

勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
（
条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
時
間
単
位
の

勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
週
休

日
の
振
替
、
半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
又
は
時
間
単
位
の
勤
務
時
間
の
割

振
り
変
更
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
、
週
休
日
が
毎
四
週
間
に
つ
き
四
日
以
上
と

な
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

教
育
委
員
会
は
、
週
休
日
の
振
替
（
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
勤

務
日
を
週
休
日
に
変
更
し
て
当
該
勤
務
日
に
割
り
振
ら
れ
た
正
規
の
勤
務
時

間
を
同
項
の
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
日
に
割
り
振
る
こ
と
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
（
同
項
の
規
定
に

よ
る
半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
場
合
に

は
、
週
休
日
の
振
替
又
は
半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
を
行
っ
た
後
に
お
い

て
、
週
休
日
が
毎
四
週
間
に
つ
き
四
日
以
上
と
な
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

令和８年３月２６日 
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４ 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

５ 
教
育
委
員
会
は
、
週
休
日
の
振
替
、
半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
又
は
時

間
単
位
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
を
す
る
と
き
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。 

５ 

教
育
委
員
会
は
、
週
休
日
の
振
替
又
は
半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
を
す

る
と
き
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

６ 

教
育
委
員
会
は
、
勤
務
日
（
条
例
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
日
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
既
に
四
時
間
の
半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
又

は
時
間
単
位
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
を
行
い
、
勤
務
時
間
が
三
時
間
四
十

五
分
と
な
っ
た
日
に
限
り
、
三
時
間
四
十
五
分
の
半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変

更
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

教
育
委
員
会
は
、
勤
務
日
（
条
例
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
日
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
既
に
四
時
間
の
半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
を

行
い
、
勤
務
時
間
が
三
時
間
四
十
五
分
と
な
っ
た
日
に
限
り
、
三
時
間
四
十
五

分
の
半
日
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

７ 

教
育
委
員
会
は
、
時
間
単
位
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
変
更
を
行
う
場
合
に

は
、
公
務
の
た
め
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
正
規
の
勤
務

時
間
を
割
り
振
る
こ
と
を
や
め
る
時
間
数
の
合
計
は
、
四
週
間
に
つ
き
九
時
間

以
内
、
新
た
に
正
規
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
日
数
の
合
計
は
、
四
週
間
に
つ

き
三
日
以
内
と
な
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

第
１
号
様
式 

（
略
） 
第
１
号
様
式 

（
略
） 

第
２
号
様
式 

（
別
紙
の
と
お
り
） 
第
２
号
様
式 

（
別
紙
の
と
お
り
） 

第
３
号
様
式
～
第
１
４
号
様
式 

（
略
） 

第
３
号
様
式
～
第
１
４
号
様
式 

（
略
） 

 
 



 
 

 

付 

則 
 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 
 

 



（改正案） 

第2号様式(第5条関係) 

週休日の振替命令簿 

     区立       幼稚園 

命令年月日 
命 令

権 者 

従 事 職 員 
勤務の内容 

週 休 日 
100 分 の25の支給 

職 氏 名 振替前 振替後 

・ ・ 

        ・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

(  時間) 

・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

( 時間 分) 

有・無 

・ ・ 

        ・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

(  時間) 

・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

( 時間 分) 

有・無 

・ ・ 

        ・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

(  時間) 

・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

( 時間 分) 

有・無 

・ ・ 

        ・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

(  時間) 

・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

( 時間 分) 

有・無 

・ ・ 

        ・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

(  時間) 

・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

( 時間 分) 

有・無 

・ ・ 

        ・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

(  時間) 

・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

( 時間 分) 

有・無 

・ ・ 

        ・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

(  時間) 

・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

( 時間 分) 

有・無 

・ ・ 

        ・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

(  時間) 

・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

( 時間 分) 

有・無 

・ ・ 

        ・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

(  時間) 

・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

( 時間 分) 

有・無 

・ ・ 

        ・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

(  時間) 

・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

( 時間 分) 

有・無 

・ ・ 

        ・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

(  時間) 

・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

( 時間 分) 

有・無 

・ ・ 

        ・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

(  時間) 

・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

( 時間 分) 

有・無 

・ ・ 

        ・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

(  時間) 

・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

( 時間 分) 

有・無 

 

（注）半日勤務時間及び時間単位の勤務時間の割振り変更を行う場合については、半日勤務時間及び時間単位の勤務時

間を割り振ることをやめることになる日の勤務時間の始まる時刻、終わる時刻及び勤務時間数をそれぞれ記入する。 



（現 行） 

 

第2号様式(第5条関係) 

週休日の振替命令簿 

     区立       幼稚園 

命令年月日 
命 令

権 者 

従 事 職 員 
勤務の内容 

週 休 日 
100 分 の25の支給 

職 氏 名 振替前 振替後 

・ ・ 

        ・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

(  時間) 

・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

( 時間 分) 

有・無 

・ ・ 

        ・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

(  時間) 

・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

( 時間 分) 

有・無 

・ ・ 

        ・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

(  時間) 

・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

( 時間 分) 

有・無 

・ ・ 

        ・ ・ 

 時 分から 

 時 分まで 

(  時間) 

・ ・ 

 時 分から 
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